投 (とう) 票 (ひょう) 支 (し) 援 (えん) カ ー ド




投票 (とうひょう)にお手伝 (てつだ)いが必要 (ひつよう)な方 (かた)は、このカードに書 (か)いて、入場 (にゅうじょう)整理券 (せいりけん)（はがき）と一緒 (いっしょ)に投票所 (とうひょうじょ)の係員 (かかりいん)に渡 (わた)してください。あなたがしてほしいことを選 (えら)んでください
（当 (あ)てはまる□欄 (らん)にチェックを入 (い)れてください）




☐　投票 (とうひょう)用紙 (ようし)に代 (か)わりに書 (か)いてほしい。（代理 (だいり)投票 (とうひょう)）
☐　投票 (とうひょう)所内 (じょない)を案内 (あんない)（付 (つ)き添 (そ)い）してほしい。
☐　文字 (もじ)（候補者名 (こうほしゃめい)など）を読 (よ)んでほしい。
☐　そのほかに手伝 (てつだ)ってほしいことがある。




（例 (れい)）筆談 (ひつだん)で説明 (せつめい)してほしい。など


〇代理 (だいり)投票 (とうひょう)とは
・病気 (びょうき)やケガ、その他 (た)の事情 (じじょう)により、投票 (とうひょう)用紙 (ようし)に文字 (もじ)を書 (か)くことができない方 (かた)
　に代 (か)わり、投票所 (とうひょうじょ)の係員 (かかりいん)がご本人 (ほんにん)の指示 (しじ)どおりに書 (か)きます。
・法律 (ほうりつ)により、係員 (かかりいん)以外 (いがい)のご家族 (かぞく)や同行者 (どうこうしゃ)が代 (か)わりに書 (か)くことはできません。
〇誰 (だれ)に投票 (とうひょう)するかをお聞 (き)きするカードではありませんので、候補者名 (こうほしゃめい)や政党名 (せいとうめい)
等 (とう)は書 (か)かないでください。
[bookmark: _GoBack][image: ]〇この用紙 (ようし)ではなく、口頭 (こうとう)やスマートフォンの画面 (がめん)を見 (み)せることでの申 (もう)し出 (で)も
できます。
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